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１.家具の転倒防止取り組みについて 

 

本事業では高層マンションのモデルとして選定されたブリリアマーレ有明について現地視察や竣工

図書など資料調査を行ないながら、実際の住戸内建築仕上げを踏まえて、家具転倒防止の重要性や現状

に最も則した家具転倒防止の効果について参加居住者に理解して頂き、自宅でも家具転等防止を実際的

に取り組んでもらう事を目標として講義及び実演実験形式での勉強会として家具の転倒防止啓蒙活動

を行ないました。 

 

●家具転倒防止の位置付け 

住宅の耐震診断、補強など当然に

必要なことだと認識しています。た

だし耐震化は、例えば共同住宅の場

合には実現までには様々なハードル

を乗り越えて取り組むべきものであ

りその実現は困難です。戸建住宅に

おいても共同住宅ほどではありませ

んが簡単なものではありません。 

一方で耐震化を施したとしてもそ

の住宅内の家具に何もしていなけれ

ば怪我の恐れは充分にありえます。 

家具の転倒防止は自ら取り組む必

要がある自助の観点、または今すぐ

に取り組むべき事前対策という観点

から翔設計では以前より、自社セミ

ナーなどで簡易実験装置てんとう虫

を使用したデモンストレーションと

転倒防止処置の必要性及び効果的な

方法の提案などを行なっています。 

本事業では高層マンションという

家具の転倒防止がより必要な建物を

モデルとしてより具体的な勉強会を

目指して取り組みを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

8

防災の三助

自助
（減災対策、家族情報、持ち出し品）

共助

（消防団、自主防災会など）

→コミュニティ活動・防災訓練（

公助

行政（国、自治体、警察、消防、自衛隊

病院、学校など）→防災計画、BCP

家具転倒防止の位置付け

 

勉強会資料抜粋 

9

命を守る地震対策の優先順位

事前対策
１．住宅の耐震化

２．家具止めなど室内の安全化

家具転倒防止の位置付け

 

勉強会資料抜粋 
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２.ブリリアマーレ有明 現地調査概要 

調査日時 

平成 28年 8月 4日 ブリリアマーレ有明 現地にて調査を行いました。 

調査項目はマンション住戸内の視察及び建物竣工図などの照会を行い勉強会開催までに事前把握に努

めました。 

16

建物の壁や天井

ブリリアマーレ有明 実際の室内
 

勉強会資料抜粋 ブリリアマーレ有明 住戸内視察 

17

建物の壁や天井

床 壁 天井

ブリリアマーレ有明 図面より
 

勉強会資料抜粋 ブリリアマーレ有明 竣工図照会 
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３.家具転倒防止勉強会 概要 

開催日時：平成 28年 10月 29日 

開催場所：有明スポーツセンター内 会議室 

 

3-1.勉強会方針 

 勉強会の方針として参加してもらう居住者に対し、以下の目的設定を行いました。 

○耐震補強済みの建物もしくは新耐震建物であったとしても家具の挙動についての安全性があるわけ

ではない事への理解を深めてもらう 

○家具転倒防止を施してあったとしても必ず転倒防止器具の性能が発揮されるわけではない事への理

解を深めてもらう 

上記の目的設定を基に理解を深めてもらい、勉強会時点では無く自宅に帰宅した際にも忘れずに家具転

倒防止対策を行なってもらうことを最終目標として勉強会の基本プログラムを組立てました。 

 

基本プログラム 

 

Ａ.最初の気付きとしての問題の提起        Ｂ.専門的な建築知識 

 

 

 

Ｃ.実験器具の開発経緯など動画を交え説明     Ｄ.実演実験でのより深い理解 

Ａ～Ｄの段階を踏むことで家具転倒防止へのより深い理解促進を目指し勉強会を開催しました。 
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3-2.資料データ 

5

地震被害の状況

 

6

地震被害の状況

高層階ほど
家具の転倒・落下・移動が多発

（東京消防庁 資料 東日本大震災時都内アンケートより）

 

資料データについては、家具の転倒による一般的な被害状況とモデルである高層マンションに則した、

地震時のデータ資料を基に参加居住者へ被害状況の理解と問題の提起を図りました。 
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3-2.資料データ 

 

また、建物内部構成の説明については構成の図や写真だけでなく実物の建材を持ち込みより分かり易く

説明するなどの工夫を行ない実際の住戸内構成や建材について理解を深めてもらいました。 

 

実演実験の前には実験器具てんとう虫の説明及び開発意義を再確認してもらえるように紹介動画を視

聴してもらい、次に行なう実演の意味を明確にしてもらえるよう工夫を行いました。 
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3-３効果的な家具の転倒防止対策について 

 

転倒防止対策については東京消防庁推奨の以下の効果を基にブリリアマーレ有明に則した実演実験プ

ログラムとして参加居住者へ転倒防止器具の効果を発揮する方法の提案を行いました。 

10

家具転倒防止の効果

対策器具の種類と効果

（東京消防庁 資料より）
戸境い壁など管理規約により固定できない壁もありますので実施の際は
管理事務所へお問合せをお願い致します。

 

勉強会資料抜粋 東京消防庁 対策器具の種類と効果 

 

実演実験項目シナリオ 

1.床材をあわせて天井に的確に止まっていない場合の天井支持タイプの転倒防止器具の効果を検証。 

→石膏ボード等の天井へ留めた場合とコンクリートなどの躯体に留めた場合など見立てて実演実験を

行ない、またこの時に実物の石膏ボードなど用意し来場者に持ってみてもらい実際にどんな建材なのか

再確認してもらうとともに、的確に天井下地などを狙って転倒防止器具を取りつけないとその効果を全

て発揮できないことを検証しました。 

 

2.天井下地が分からない場合に対しての補強方法の提案 

→石膏ボードに見立てた弱い天井については合板などを入れて補強をするなど検証し、効果的な留め方

の実演実験を行ないました。あわせて下部に挟むタイプも併用するなど家具転倒防止器具を複合して使

う事を推奨し提案しました。 

 

３．管理規約により戸境壁に穴あけができない場合や賃貸住宅の場合など壁を傷つけない方式として突

っ張り棒タイプ以外の家具転倒防止器具を紹介しました。 

→接着剤系の壁留めタイプなどを紹介し、その効果を検証しました。今回はモデルとして不二ラテック

ス社製造の不動王を見本とし実演実験を行いました。 

 



別紙① 家具の転倒防止 

                       - 7 -   

3-３勉強会総合所見 

 

本勉強会では参加居住者に対し高層マンションの場合には家具の転倒防止対策は安全を確保するた

めには、重要な要素となることに対し一定の理解をいただけた様に思われます。 

しかし、質疑応答時においては家具と壁、天井などの隙間が狭小な場合の方法など問題の提起を参加

者よりいただくなど実演シナリオ以外の方法についてもまだ実演実験メニュー開発の余地があると感

じました。また、参加者が実際に自宅に戻り、家具の転倒防止対策を行なってもらうという部分では追

いきれておらず不十分であると思われました。 

 

 

実演実験風景 

 

今後の方針 

今後、家具の転倒防止対策について充分な理解と促進を図るため以下の方針を検討しています。 

 

○実演実験についてはさまざまな場合を想定しどのような建物の場合も再現できるよう実演メニュー

の開発を行なうこと。 

○実際に家具の転倒防止対策を行なってもらえるような機会を検討すること。 

例1） 

大規模修繕工事時にその仕様の中に予算を見込みマンション全体での取り組みを行なえるような計画

を行なうなど、管理組合運営とは別に居住者へ働きかける機会を設けられるような取り組みを行う 

 

以上、平成28年度マンション管理適正化・再生推進事業 補助事業（家具の転倒防止）についての報

告といたします。 

 

平成29年2月17日 

株式会社 翔設計 


